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１. 賃金に対する注目度はこれまでにないほど高まっているが、厚生労働省の「毎月勤労統

計」は様々な問題を抱えており、賃金動向を正確に把握する上で必ずしも適切な統計と

言えない面がある。 

２. 毎月勤労統計は 2015 年に大きな見直しが行われ、サンプルの部分入れ替えやベンチマー

ク更新の際に生じる断層調整、遡及改定を行わないことになった。このため、賃金上昇

率が実態を反映しないケースがしばしば見られる。たとえば、2023 年の春闘賃上げ率は

前年を大きく上回ったにもかかわらず、2023 年の所定内給与の伸びは 2022 年とほとん

ど変わらなかった。これはサンプル入れ替えとベンチマーク更新に伴う断層によって、

2022年 1～12月の賃金上昇率が過大となっていたことが影響している。 

３. 賃金上昇率の基調をみるために「前年同月分」、「当月分」ともに集計対象となった「共

通事業所」系列を重視するエコノミストは多いが、共通事業所系列はサンプル数が少な

い、季節調整値、実質賃金上昇率が公表されていない等の問題がある。 

４. 2024年 1月に実施されたベンチマーク更新で、断層が大きくなったことを受けて、厚生

労働省はこれまでの方針を変更し、ベンチマーク更新の影響を取り除いた賃金上昇率を

公表することにした。このため、指数の前年比上昇率との間に不整合が生じている。ま

た、過去の断層は調整しておらず、統計として一貫性が欠けるものとなっている。 

５. 2024年 1月以降、一般労働者が前年比で増加、パートタイム労働者が前年比で減少して

いるにもかかわらず、パートタイム労働者比率が前年と比べて上昇しており、両者が整

合的な動きとなっていない。パートタイム労働者比率自体は断層調整をしていない一方、

前年差は断層調整を行った上で計算しているためである。 

６. 春闘賃上げ率が約 30年ぶりの高さとなり、賃金動向に対する注目がより高まる中、毎月

の賃金動向を把握することが出来る唯一の統計である毎月勤労統計の信頼性に疑念があ

ることは極めて深刻な事態と考えられる。 

７. 毎月勤労統計を巡る様々な問題の根底には、一度公表されたものは遡及改定すべきでは

ないという考え方がある。統計の作成方法を見直し、ベンチマーク更新やサンプル入れ

替えによる断層を同一基準で調整した上で、過去に遡ってデータを改定すべきである。 
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●求められる毎月勤労統計の再見直し 

 

（注目度が高まる実質賃金） 

2023 年、2024年の春闘賃上げ率は約 30年ぶりの高水準となった。実質賃金上昇率は物価上昇率

の高止まりを背景にマイナスが続いていたが、2024 年 6 月に前年比 1.1％と 2年 3 ヵ月ぶりにプラ

スに転じた後、7月も同 0.3％と 2ヵ月連続のプ

ラスとなった。ただし、6、7月のプラス転化は

特別給与（ボーナス）が大幅増加となったこと

が主因であり、ボーナスの支給が少ない 8月に

は同▲0.8％と再びマイナスとなった（図表 1）。

実質賃金上昇率が基調としてプラスになるか

どうかは今後の動きを確認する必要がある。ま

た、日本銀行は 2％の「物価安定の目標」を掲

げるもとで、物価と賃金の好循環の実現を目指

しており、賃金動向への注目度はこれまでにな

いほど高まっている。 

厚生労働省の「毎月勤労統計」は、月々の賃金動向を把握することができる唯一の統計であり、

重要度は極めて高い。しかし、同統計は様々な問題を抱えており、賃金動向を正確に把握する上で

必ずしも適切な統計と言えない面がある。 

「毎月勤労統計」といえば、2018 年 12 月に発覚したいわゆる「統計不正問題」を思い浮かべる

人が今でも多いかもしれない。しかし、本稿では主として、統計不正問題より前に行われた毎月勤

労統計の見直しに端を発し、不正問題が一段落した現在でも残っている問題について取り上げる。 

 

（2015年以降の毎月勤労統計見直しの経緯） 

毎月勤労統計がエコノミストの間で注目を集め、見直しのきっかけとなったのは 2015 年のこと

である。従来、毎月勤労統計は、常用労働者規模 30 人以上の事業所について、2～3 年ごとにサン

プルが一斉に入れ替えられ、その際に生じる断層は過去に遡って改定していた1。2015 年 1 月確報

時に公表されたサンプル入れ替えに伴う遡及改定によって、2012～2014 年の賃金上昇率が下方修

正された。特に、現金給与総額の約 4分の 3を占める所定内給与は、改定前には 2014 年の 12ヵ月

のうち 6 ヵ月が前年比プラス（2 ヵ月が横ばい、4 ヵ月がマイナス）となっていたが、改定後には

10ヵ月が前年比マイナス（2ヵ月が横ばい）へと改められた2ことにエコノミストは戸惑うこととな

った（図表 2）。 

当時、毎月勤労統計では、サンプルの入れ替えによって新旧の結果に生じた乖離を過去の指数を

補正（ギャップ修正）することで調整していた（図表 3）。これは三角修正方式と言われるもので、

 
1 常用労働者規模 5～29 人の事業所については、従来から半年ごとに全体の調査事業所の 3 分の１ずつ入れ替え、各組

は 18 ヵ月間継続するローテーション方式により調査を行っており、これは現在も変わっていない。 
2 その後、統計不正問題発覚を受けた復元処理によって、上昇率は修正されている。 
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2015 年 1 月のサンプル入れ替えの際には、新サンプルの賃金水準が旧サンプルの賃金水準を下回

ったため、賃金指数や賃金上昇率が過去に遡って下方改定されることになったのである。 

 

  
 

賃金上昇率の下方改定に関してエコノミストからの批判が高まったことなどを受けて、厚生労働

省は 2015年 6～9月に「毎月勤労統計の改善に関する検討会」を開催し、毎月勤労統計のサンプル

入れ替え時のデータの信頼性及び遡及改定の問題点、サンプルの長期固定化に伴うバイアスへの対

処方法等の課題に関して検討を行った。 

この中で、入れ替え時に発生するサンプルの違いによるギャップの縮減を図る観点から、部分入

れ替え方式（ローテーション方式）の導入の可能性について議論が行われた。また、サンプル入れ

替え時のギャップの補正方法（賃金・労働時間）については、3 つの方式（①平行移動方式、②修

正WDLT方式、③増減率時差再計算方式）について検討された。 

2015 年 10月 16日には、麻生太郎財務大臣が経済財政諮問会議に「基礎統計の更なる充実につい

て」という資料を提出し、改善を検討すべき統計として、「家計調査」、「消費者物価指数」、「建築着

工統計」とともに「毎月勤労統計」が挙げられ、サンプル入れ替え時に「非連続な動きが生じてい

る」との指摘がなされた。 

その後、統計委員会では、新旧データ接続検討WG（2016 年 6～8月）、サービス統計・企業統計

部会（2016 年 11 月～2017 年 1 月）、統計委員会（2016 年 11 月～2017 年 1 月）での議論を経て、

2017年 1月に「毎月勤労統計調査の変更について」が答申された。この時の主な変更内容は、第一

種事業所（30人以上事業所）におけるサンプルの部分入れ替えの導入、これに伴う賃金・労働時間

指数への対応である3。 

それまでは 2～3 年毎に 30 人以上事業所のサンプルを総入れ替えしていたが、2020 年 1 月調査

から、調査対象事業所を毎年 3分の 1ずつ入れ替える部分入れ替えを導入し、それまでの経過措置

として、現在の調査対象事業所のうち、半数の事業所に対しては 1 年間（2017 年 2 月～2018 年 1

月）、残り半数の事業所に対しては 2 年間（2017 年 2 月～2019 年１月）、それぞれ調査期間を延長

した上で、その後、段階的に部分入れ替えを行うこととした。 

サンプルの部分入れ替えの導入に伴う賃金・労働時間指数への対応としては、新指数と旧指数を

 
3 その他の変更内容は、事業所母集団データベースの利用、常用労働者の定義変更、統計調査員の活用範囲拡大、調査

票情報の保存期間の変更（3年→永年）である。 
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そのまま接続させる（指数、増減率ともに断層の調整は行わない）とともに、遡及改定を行わず、

賃金、労働時間指数の増減率は変更されないこととなった。また、賃金・労働時間指数については、

入れ替えの時期をまたいで継続的に調査対象となる事業所のデータを用いて継続指数を作成し、参

考系列として公表することとした。 

 

（新方式の導入から統計不正問題の発覚まで） 

部分入れ替え方式が始まった 2018年 1月は、所定内給与の伸びが 2017年 12月の前年比 0.6％か

ら同 1.1％に拡大するなど、賃金上昇率が大きく高まった4。厚生労働省は当初、2018年 1月以降の

賃金上昇率が急速に高まったのは、調査対象の部分入れ替えの導入に伴うものだと説明してきた。

従来の総入れ替え方式の際に実施されていた過去に遡った改定が行われないことになったため、

2017年 12月と 2018年 1 月の間に断層が生じたというのだ。 

その後、2018 年 7 月 12 日の統計委員会の国民経済計算体系的整備部会で、断層の要因はサンプ

ルの部分入れ替えに加えて、労働者数推計のベンチマーク更新に伴うものであることが厚生労働省

から明らかにされた。ベンチマーク更新とは、経済センサスなどの全数調査により真の常用労働者

数が得られた際に産業、事業所規模等のウェイトを更新するものである。2014 年経済センサスに基

づいた 2018 年のベンチマーク更新では、賃金水準の低い小規模事業所の割合が低下したことによ

って平均賃金の水準が上昇した。厚生労働省がホームページ上でベンチマーク更新について公表し

たのは 2018年 8月末になってからだった5。 

サンプルの部分入れ替えとベンチマーク更新によって 2018 年 1 月の断層が大きくなったことを

受けて、統計委員会は統計委員会担当室に対して、「毎月勤労統計」の精度に関する詳細な検証を行

うことを指示した。この検証の過程で、全数調査を行うべき 500 人以上の大規模事業所において、

サンプル調査を行うという不正問題が 2018 年 12月に発覚したのである。 

前述したように、不正問題は本稿の主目的ではないため、詳細を論じることは避けるが、適切な

復元処理を施した再集計を行う過程で、同じ項目で複数の系列が存在することになった。現在、厚

生労働省のホームページで「毎月勤労統計」の「統計表一覧」を見ると、同じ時系列データでも、

「長期時系列表」、「給付のための推計値（2004年 1月～2013 年 3月）」、「時系列比較のための推計

値（2004年 1 月～2012 年 1 月）」。「（参考）令和 3 年 12 月以前に公表した結果等」「【参考】500人

以上規模抽出調査系列（抽出調査系列系列）」、「【参考】従来の公表値」などが乱立している。一般

の統計利用者はどの系列をどのように利用すればよいのか分からないのではないか。 

 

（2023年は春闘賃上げ率が 30年ぶりの高水準も、賃金上昇率は高まらず） 

2018 年 1月以降、サンプルの部分入れ替えは毎年行われ、そのたびに一定の断層が生じているた

め、賃金の基調が見極めにくくなっている。 

2023 年の春闘賃上げ率は 3.60％（厚生労働省の「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」）と前

年を 1.40 ポイント上回り、30 年ぶりの高水準となったにもかかわらず、毎月勤労統計の賃金上昇

 
4 その後の不正問題発覚後の見直しにより当時の上昇率は修正されている。 
5 2018 年 8 月 28 日の統計委員会では、「「毎月勤労統計」の接続方法及び情報提供に係る統計委員会の評価」が取りま

とめられ、厚生労働省の情報提供が遅れたことを問題視する一方、ベンチマーク更新に起因する賃金指数のギャップに

ついては、遡及改定しないことが適当な処理方法であるとした。 
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率は高まらなかった。2023 年の現金給与総額は前年比 1.2％と 2022 年の同 2.0％からむしろ伸びが

鈍化し、春闘との連動性が高い所定内給与は前年比 1.2％と 2022 年の同 1.1％から上昇率がほぼ変

わらなかった。これは毎年行われているサンプル入れ替えに加え、2022年 1月には 4年ぶりにベン

チマーク更新が行われたことが影響している。 

2022 年 1月の賃金水準は、サンプル入れ替えとベンチマーク更新により、現金給与総額は旧ベー

スよりも 1,065円（新旧差 0.4％）、所定内給与は 1,286円（新旧差 0.5％）高くなった。賃金上昇率

は断層を調整せずに計算するため、2022 年 1 月から 12 月までの所定内給与の伸びは実態よりも

0.5％程度高くなっていたことになる。 

一方、2023年はサンプル入れ替えのみが実施され、新ベースの現金給与総額、所定内給与はいず

れも旧ベースよりも 0.1％高くなった。2023

年 1月のサンプル入れ替えによる断層は比較

的小さかったが、2022 年 1月の断層が大きか

ったことが、2022 年と 2023 年の賃金上昇率

を比較した場合、2023 年が低めに見える一因

になっていると考えられる。 

所定内給与は公表値では 2022 年と 2023 年

で伸び率がほとんど変わらないが、断層調整

後の伸び率は 2022年から 2023年にかけて明

確に高まっている（図表 4）。 

 

（共通事業所系列の問題点） 

サンプル入れ替え時に断層調整を行わないことになったことを受けて、厚生労働省は、「前年同

月分」、「当月分」ともに集計対象となった「共通事業所」の賃金上昇率を参考系列として公表する

ことになった。2018年 9月 28日の統計委員会では、「労働者全体の賃金の水準は本系列、景気指標

としての賃金変化率は参考系列として公表さ

れている共通事業所を重視していくことが適

切」との見解が出されている。 

現在、メディアでは本系列を中心に報道さ

れることが多いが、賃金の基調をみるために

共通事業所系列を重視するエコノミストは多

い。共通事業所系列の所定内給与の伸びは、春

闘賃上げ率の高まりを反映し、2023 年度入り

後高まっており、こちらのほうが賃金の実態

を表している可能性がある（図表 5）。 

しかし、共通事業所はサンプル数が少ないため、必ずしも労働市場全体の賃金動向を表している

とはいえない。また、1 つの月について、1 年前と比較するか 1 年後と比較するかで集計対象とな

る事業所が異なる、事業所規模間でサンプルに偏りがある、参考系列は 2016 年からしか存在しな

い、季節調整値がないため異なる月同士の比較ができない、といった問題がある。なによりも、共
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図表４ 断層調整前後の賃金上昇率（所定内給与）
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通事業所系列は実質賃金上昇率が公表されていないため、注目度が高い実質賃金の基調を把握する

のに適した系列とはいえない6。 

また、共通事業所系列は、産業別、事業所規模別、就業形態別の労働者数（構成比）が公表され

ていないため、賃金上昇率を要因分解することができない。たとえば、労働者全体の平均賃金上昇

率を分析する際に、一般労働者の賃金、パートタイム労働者の賃金、パートタイム労働者比率に要

因分解することが一般的だが、共通事業所系列では一般労働者、パートタイム労働者の構成比（あ

るいは実数）が公表されていないため、このような分析はできない7。 

 

（2024年 1月のベンチマーク更新時の公表方法変更に問題） 

2024 年 1月はサンプル入れ替えと 2022年 1 月以来 2 年ぶりのベンチマーク更新（ベンチマーク

は 2021 年）が同時に実施された。サンプル入れ替え・ベンチマーク更新前後の賃金を比較すると、

現金給与総額の新旧差は 6,662 円（+2.4％）、きまって支給する給与の新旧差は 6,235 円（+2.3％）

となった。現金給与総額の新旧差のうち、サンプル入れ替えによる影響が▲427 円（▲0.2％）、ベン

チマーク更新による影響が 7,089円（+2.4％）、きまって支給する給与の新旧差のうち、サンプル入

れ替えの影響が▲408 円（▲0.2％）ベンチマーク更新の影響が 6,643 円（+2.5％）である。ベンチ

マーク更新による断層は過去に比べて極めて大きなものとなった（図表 6）。 

 
 

厚生労働省は、これまではベンチマーク更新時の賃金について、ベンチマーク更新の影響を含め

た伸び率を公表していたが、今回はベンチマーク更新の影響を取り除いた伸び率を公表することと

した8。このため、2024 年 1 月の賃金上昇率の断層はサンプル入れ替えによる影響（現金給与総額

 
6 「毎月勤労統計の「共通事業所」の賃金の実質化をめぐる論点に係る検討会」報告書では、「共通事業所の定義が、当

月と前年同月との両方に回答した事業所というものであるために、比較対象が前年か翌年かの違いで、１つの月に２つ

の賃金額が生じることになり、各月の賃金額が１つに定まらないという性格に加え、事業所群が月ごとに異なるものと

なることから、現行の定義では、統計メーカーとしての立場から、時系列比較可能な指標を作成することは不可能であ

る。」としている。 
7 日本銀行の「展望レポート」では、所定内給与の伸びを一般労働者賃金、パート労働者賃金、パートタイム労働者比

率に要因分解しているが、この際には本系列（全サンプル）の労働者数の水準をもとに、共通事業所ベースの前年比で

伸ばすことで試算した疑似水準を用いて、寄与度分解を行っている。 
8 ベンチマーク更新時の公表方法の変更については、「毎月勤労統計調査の改善に関するワーキンググループ」（2021 年

7 月～2024 年 1 月実施）で同案が提示され、2024 年 3 月 11 日の統計委員会で報告されたが、委員から特段の反対意見

はなかった。 

図表６　サンプル入れ替え、ベンチマーク更新の影響

＜きまって支給する給与の入れ替え前後の新旧差＞

新<入れ替え後> 旧<入れ替え前>

円 円
2009年1月 262,841 266,000 ▲3,159 (▲1.2%) ▲2,019 (▲0.8%) ▲1,140 (▲0.4%)
2012年1月 260,216 260,693 ▲477 (▲0.2%) ▲1,182 (▲0.5%) 705 (+0.3%)
2015年1月 258,025 261,677 ▲3,652 (▲1.4%) ▲3,652 (▲1.4%)
2018年1月 261,140 259,838 1,302 (+0.5%) 337 (+0.1%) 965 (+0.5%)
2019年1月 259,485 261,059 ▲1,574 (▲0.6%) ▲1,574 (▲0.6%)
2020年1月 261,364 262,181 ▲817 (▲0.3%) ▲817 (▲0.3%)
2021年1月 260,760 261,066 ▲306 (▲0.1%) ▲306 (▲0.1%)
2022年1月 263,571 262,054 1,517 (+0.6%) 2,142 (+0.8%) ▲625 (▲0.2%)
2023年1月 265,874 265,491 383 (+0.1%) 383 (+0.1%)
2024年1月 274,770 268,535 6,235 (+2.3%) ▲408 (▲0.2%) 6,643 (+2.5%)

(注）厚生労働省「毎月勤労統計調査におけるベンチマーク更新等（令和6年1月分調査）の対応及び影響について」をもとに筆者作成

方式
新旧差（入れ替え後－入れ替え前）

総入替え

部分入替え

サンプル入れ替え ベンチマーク更新

－

－
－
－

－
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▲0.2％、きまって支給する給与▲0.2％、所定内

給与▲0.1％）だけとなった。 

厚生労働省は賃金上昇率に関するベンチマー

ク更新時の公表方法を変更したが、過去の賃金

上昇率は遡及改定していない。このため、2018

年 1 月、2022年 1月のベンチマーク更新後の上

昇率にはベンチマーク更新の影響が含まれる

が、2024年 1 月以降の上昇率にはベンチマーク

更新の影響が含まれておらず、統計として一貫

性が欠けるものとなっている（図表 7）。 

厚生労働省は、2024 年 1 月の公表方法の変更について、「ベンチマーク更新時に一定の断層が生

じ、賃金等にも断層が生じることを避けられないことや、賃金等の変化率が景気指標として活用さ

れていることを踏まえ、伸び率（前年同月比）の公表方法を変更する」としている。しかし、2018

年 1 月、2022年 1月のベンチマーク更新時と異なる取扱いをした理由は明示されておらず、今回の

判断は恣意的と受け取られても仕方がないだろう。 

また、2024年 1月以降、賃金指数はベンチマーク更新の影響が含まれるのに対し、前年比上昇率

は前年分のベンチマーク更新後の参考値をもとに計算するため、指数と前年比上昇率との間に不整

合が生じている。たとえば、2024 年 1 月の現金給与総額の前年比は公表値では 1.5％だが、指数か

ら前年比を計算すると 3.8％となる。経済統計を利用する際には、異なる時期の指数水準を比較す

ることによってその間の変動率を計算することも多い。たとえば、2024 年以降、10 年前の賃金水

準との比較を行うために、10年前の指数から直近の指数までの上昇率を計算すると、各年の上昇率

の 10 年累計よりも高くなってしまう。現時点では、賃金指数の 2023 年 12 月と 2024 年 1月の間に

断層が生じていることを知っている人が一定数いるが、10 年後、20 年後にはこの問題を知る人は

ほとんどいなくなる。指数と変動率との間の不整合は統計利用者の混乱を招きかねない。 

 

（パートタイム労働者が減っているのに、パート比率が上昇） 

現在の「毎月勤労統計」の公表資料には明らかにおかしい点がある。本来、就業形態別（一般労

働者、パートタイム労働者）の常用雇用とパートタイム労働者比率は連動するはずである。すなわ

ち、パートタイム労働者数の伸びが一般労働者よりも高ければ、パートタイム労働者比率は上昇し、

パートタイム労働者数の伸びが一般労働者よ

りも低ければ、パートタイム労働者比率は低下

するはずである。 

しかし、毎月勤労統計の公表資料では、2024

年 1 月以降、一般労働者が前年比で増加、パー

トタイム労働者が前年比で減少しているにも

かかわらず、パートタイム労働者比率が前年と

比べて上昇しており、両者が整合的な動きとな

っていない（図表 8）。 
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図表７ 変更されたベンチマーク更新時の公表方法（賃金）

2021年ベンチマーク

2016年ベンチマーク

2014年ベンチマーク

変更後の公表方法の伸び率

＜イメージ図＞

従来の公表方法の伸び率

（注）厚生労働省「毎月勤労統計調査におけるベンチマーク更新等（令和6年1月調査）の対応及び影響について」

をもとに筆者作成

賃

金

従来の公表方法の伸び率
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図表８ 就業形態別の常用雇用とパートタイム比率が矛盾した動き

パートタイム労働者比率（前年差、右目盛）

（前年比） （前年差）

常用雇用（一般労働者）

常用雇用（パートタイム労働者）

（資料）厚生労働省「毎月勤労統計」 （年・月）
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就業形態別（一般労働者、パートタイム労働者）の常用雇用とパートタイム労働者比率の動きが

一致しないのは以下のような理由による。 

常用労働者数にはベンチマーク（経済センサス－活動調査）が存在するため、ベンチマーク更新

によって常用雇用指数は過去に遡って改定される。一方、2024年 1月以降のパートタイム労働者比

率は最新の雇用保険データなどを用いて計算された結果、2013 年 12 月までに比べて大きく低下し

た。しかし、就業形態別の労働者数にはベンチマークが存在しないため、2023 年 12 月以前のパー

トタイム労働者比率は旧ベンチマークのままとなる。この結果、パートタイム労働者数、パートタ

イム労働者比率の水準は 2024 年 1 月に大きく低下した。しかし、常用雇用指数はベンチマーク更

新に伴い遡及改定され、断層のない前年比が計算できるが、就業形態別の常用雇用は 2013年 12月

以前が旧ベンチマーク、2024 年 1 月が新ベンチマークのパートタイム労働者比率を用いて計算さ

れているため、前年比に断層が生じてしまっ

ているのである。 

一方、パートタイム労働者比率の水準はベ

ンチマーク更新によって大きく低下したが、

2024年 1月以降の前年差は前年分のベンチマ

ーク更新後の参考値を基に計算されているた

め、前年差はプラスが維持されている。この

結果、2024年 1月以降は、パートタイム労働

者数が減少しているにもかかわらず、パート

タイム労働者比率が上昇しているという矛盾

した結果が示されているのである（図表 9）。 

2023 年の春闘賃上げ率がベースアップで 2％程度となったにもかかわらず、2023 年の所定内給与

の伸びが 1％台前半にとどまった主な要因は、

賃金水準が相対的に低いパートタイム労働者

比率の上昇によって平均賃金が大きく押し下

げられたためであった（図表 10）。しかし、新

ベンチマークによる 2023 年のパートタイム労

働者比率（参考値）が旧ベンチマークによる公

表値よりも低くなったことを踏まえれば、2023

年のパートタイム労働者比率の公表値は実態

よりも高く、その結果として労働者全体の平均

賃金の伸びは過小となっていた可能性が高い。 

筆者は、2024 年 6 月、7 月の実質賃金上昇率がプラスになった際、「パートタイム労働者が減少

し、雇用の非正規化に歯止めがかかったことが平均賃金を押し上げているのか？」という質問を受

けた。質問者は、公表資料で 2024 年 1 月以降、パートタイム労働者が前年比で減少していること

を確認した上でこの質問をしている。しかし、実際には 2024 年 1 月以降の賃金上昇率はベンチマ

ーク更新の影響を除いた上で計算されており、ベンチマーク更新の影響を除いたパートタイム労働

者比率は上昇している。つまり、毎月勤労統計上は、パートタイム労働者比率の上昇によって平均
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図表９ ベンチマーク更新で急低下したパートタイム労働者比率

パートタイム労働者比率

前年差（右目盛）

（資料）厚生労働省「毎月勤労統計」 （年・月）

パートタイム労働者比率（参考値）

（注）パートタイム労働者比率（参考値）は、2024年賃金・労働時間等の前年比の算定に用いる参考値

▲1.0%

▲0.5%
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一般労働者賃金要因 パートタイム労働者賃金要因 パート比率要因

図表10 所定内給与の要因分解（前年比）

（年・四半期）

(資料）厚生労働省「毎月勤労統計」
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賃金は押し下げられていることになる。しかし、一般の統計利用者がこれを読み解くことはほぼ不

可能だろう。 

 

（望まれる毎月勤労統計の遡及改定） 

毎月勤労統計は、ベンチマークが存在する常用労働者以外の項目（賃金、労働時間等）について

は、遡及改定しないことを原則としている。しかし、現在の毎月勤労統計を巡る様々な問題の根底

には、一度公表されたものは遡及改定すべきではないという考え方があるように思われる。 

確かに、過去のデータが大幅に遡及改定されることは、リアルタイムで景気を正確に把握するこ

とを目的としているエコノミストにとって望ましいものではない。しかし、経済統計にとってより

重要なことは遡及改定によって過去の数値が変わったとしても、その時点で最新の情報に基づいた

より実態に近いと考えられる時系列データが存在していることである。 

春闘賃上げ率が約 30 年ぶりの高さとなり、賃金動向に対する注目がより高まる中、毎月の賃金

動向を把握することが出来る唯一の統計である毎月勤労統計の信頼性に疑念があることは極めて

深刻な事態と考えられる。 

現在の毎月勤労統計は、作成・公表方法が一貫していない、毎年 1月のサンプル入れ替えや数年

に一度のベンチマーク更新によって断層が生じる、指数と変動率との間の整合性が取れていない、

など問題が多すぎる。統計の作成方法を見直し、ベンチマーク更新やサンプル入れ替えによる断層

を同一基準で調整した上で、過去に遡ってデータを改定することによって、統計利用者が安心して

データを使えるよう再度見直しを行うべきである。 

 

 

（お願い）本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情

報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものでもありません。 


